
◎職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良

好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する

法律の一部を改正する法律 
（平成一八年六月二一日法律第八一号）   

一、提案理由（平成一八年五月九日・参議院厚生労働委員会） 

○国務大臣（川崎二郎君） ただいま議題となりました職業能力開発促進法及び中小企

業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に

関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説

明申し上げます。 

 人口減少社会を迎える中、我が国経済社会の活力を維持向上していくためには、今後

の経済社会を支える青少年の実践的な職業能力を高め、その雇用の安定を図るとともに、

団塊の世代が職業生活からの引退過程に入ることに伴う二〇〇七年問題に的確に対処し、

我が国の産業の発展に不可欠な現場力を強化すること等が喫緊の課題となっております。 

 政府といたしましては、青少年がものづくり等の現場の戦力となるよう実践的な職業

能力を習得すること、現場を支える熟練した技能等が円滑に継承されること等を促進す

るため、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。 

 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 

 第一に、職業能力開発促進法の一部改正であります。 

 現場における実習と教育訓練機関における座学とを効果的に組み合わせて実施する実

習併用職業訓練を事業主が労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を図るための措置

として位置付けるとともに、青少年を対象とした実習併用職業訓練の実施計画が青少年

の実践的な職業能力開発を図るために効果的であると認められる場合に、厚生労働大臣

がこれを認定することとしております。 

 また、労働者が熟練した技能等を円滑に習得することを促進するために事業主が講ず

る措置を明確化することとしております。 

 第二に、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管

理の改善の促進に関する法律の一部改正であります。 

 個別の中小企業者又は事業協同組合等が、実践的な職業能力の開発及び向上を図るこ

とが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に関する計

画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができるものとすることとしております。 

 なお、この法律は、平成十八年十月一日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、参議院厚生労働委員長報告（平成一八年五月一二日） 

○山下英利君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 



 本法律案は、青少年失業者の増加等の最近における社会経済情勢の変化に対応し、青

少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るため、実習併用職業訓練の実施計画の認

定制度を創設するとともに、中小企業者等における雇用管理の改善計画の認定制度につ

いて、青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善計画が含まれる

よう見直す等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、実習併用職業訓練制度の位置付けと実効性の確保、若年者に

対する職業能力開発施策の在り方、熟練した技術・技能を有する人材の評価と確保の必

要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年五月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、若年者の人材育成については、教育、雇用、産業など幅広い観点からの総合的な対

策が必要であることにかんがみ、関係省庁間の連携を一層強化し、政府が一体となっ

て対策の効果的推進を図ること。 

二、実習併用職業訓練について、事業主のニーズの的確な把握に努めるとともに、制度

の実効性を確保するため、業界団体をはじめとする民間団体及び地方公共団体と連携

を密にし、事業主、学校関係者等に十分な周知を図り、訓練に取り組む事業主を積極

的に支援すること。 

三、実習併用職業訓練における実習に従事する訓練生は労働者であることから、労働関

係法令が適用されることについて事業主等に対し周知徹底を図り、訓練の適正な実施

を確保すること。 

四、労働者の自発的な職業能力開発を推進し、雇用の安定を図るため、キャリア・コン

サルタントの養成、資質の向上及び活用や、教育訓練休暇、再就職準備休暇等の普及、

定着に向けた環境整備に努めること。 

五、職場における非正規労働者に対する能力開発の実態に関する調査を行うとともに、

非正規労働者に対する能力開発の在り方について、研究会等により検討を行うこと。 

六、いわゆる「二〇〇七年問題」に適切に対処するため、中小企業において熟練した技

術・技能の継承に向けた取組が積極的に行われるよう、技術・技能の受け手となる人

材の確保も含めた支援に努めること。また、その支援策の運用に当たっては、改善計

画の認定制度の周知を図るとともに、不正受給の防止に十分留意しつつ事務の簡素化

に努め、その利用の促進が図られるよう環境を整備すること。 

七、「二〇〇七年ユニバーサル技能五輪国際大会」の成功に万全を期すとともに、同大

会を契機として、技能とものづくりの振興に積極的に取り組むこと。 



八、能力開発事業を含めた雇用保険三事業については、その事業の必要性に配慮しつつ、

法に定めた目的にかなうかどうかという観点から、徹底して精査し、適切な見直しを

行うこと。 

 右決議する。 

三、衆議院厚生労働委員長報告（平成一八年六月一三日） 

○岸田文雄君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。 

 まず、職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会

の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、

厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、今後の経済社会を支える青少年の実践的な職業能力を高め、その雇用の安定

を図るとともに、いわゆる二〇〇七年問題に的確に対処するため必要な施策を実施しよ

うとするもので、その主な内容は、 

 第一に、事業主の行う実習併用職業訓練により、青少年の実践的な職業能力の開発及

び向上を促進するとともに、熟練技能に関する情報の体系的な管理、提供により、団塊

の世代の技能等を円滑に継承すること、 

 第二に、中小企業等が、青少年の雇用に資する計画を作成し、都道府県知事の認定を

受けることができるものとすること 

等であります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、七日川崎厚生

労働大臣から提案理由の説明を聴取し、九日に質疑を行った後、採決の結果、本案は全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

○附帯決議（平成一八年六月九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 実習併用職業訓練の実施に当たっては、実習に従事する訓練生は労働者であること

から、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働基準法等、労働法の適用があること

について、事業主等に対し、周知、徹底すること。 

二 職場での非正規労働者に対する能力開発の実態についての調査を行い、非正規労働

者に対する能力開発の適切な方法と支援策について研究会等により検討すること。 

三 政府は、実習併用職業訓練の周知、普及に努めるとともに、各種助成制度の活用等

により、その促進を図ること。 

四 団塊の世代が職業生活からの引退過程に入ることに伴う二〇〇七年問題に的確に対

処するため、技術・技能の円滑な継承について積極的に取り組むこと。 

五 「二〇〇七年ユニバーサル技能五輪国際大会」の成功に万全を期すとともに、同大



会を契機として、技能とものづくりの振興に積極的に取り組むこと。 


